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■ 市街地（中央）ゾーンの防災上の課題と取組方針の検討 

 

 

   

市街地（中央）ゾーンの防災上の課題と取組方針の検討 ４

愛宕駅 

野田市駅 

清水公園駅 

２ 

３ 

４ 

５ 

清水公園駅 

愛宕駅 

１ 

野田市駅 

［外水浸水・家屋倒壊等氾濫危険区域］ ［浸水継続時間］ 

［内水浸水］ ［土砂災害］ 

３ 

愛宕駅 

野田市駅 

清水公園駅 

愛宕駅 

野田市駅 

清水公園駅 

高災害リスクなし 

長期的な孤立 垂直避難が困難 

長距離の避難 

就業者の避難 

複合災害 

複合災害 

６ 

着色部内都市機能施設： 

要配慮者への支援 

着色部： 着色部： 

６ 

着色部内都市機能施設： 

要配慮者への支援 
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 災害 
リスク 

課題 取組方針の考え方 

❶  
 

３日間以上※継続する外水浸水リスクがあり、長期的な
孤立が懸念 

 

❷  

 
３階以上の中高層住宅や工場が立地するが、多くは低
層戸建て住宅であり、浸水深３ｍ以上であるため垂直
避難が困難な住宅が存在 

❸ 

❸ 

 

 

 
戸建て住宅に外水浸水と土砂災害の複合災害のリスク
あり 

 

❹  
 

工場に家屋倒壊のリスクあり、災害発生時には就業者
の避難誘導が必要 

 

❺  
 

避難施設 800ｍ圏外にまとまった住宅団地が存在し、長
距離の避難が必要 

❻  

 
ゾーン内の介護施設、教育施設に浸水深３ｍ以上や３
日間以上※継続する外水浸水のリスクがあり、災害発生
時に要配慮者への支援が必要 

 

   

洪水 
長期的な孤立 

⇒災害リスクの低減 
（ハード・ソフト） 

洪水 

垂直避難が困難 

土砂 

洪水 複合災害 

⇒災害リスクの回避 

洪水 
就業者の避難 

⇒災害リスクの低減 
（ハード・ソフト） 

洪水 
長距離の避難 

洪水 

要配慮者への支援 

※浸水継続に伴う孤立により各家庭の飲料水や食料等の備蓄が無くなり、健康障がいや生命の危機が生じる可能性がある時間が、浸水継続時間 72 時
間（３日間）以上とされている。 再掲(P.44)  
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■ しらさぎ通り周辺ゾーンの防災上の課題と取組方針の検討 

 

 

   

しらさぎ通り周辺ゾーンの防災上の課題と取組方針の検討 ５

１ 

梅郷駅 

［浸水継続時間］ 

［内水浸水］ ［土砂災害］ 

梅郷駅 

高災害リスクなし 

長距離の避難 

［外水浸水・家屋倒壊等氾濫危険区域］ 

ゾーン全体：長期的な孤立 垂直避難が困難 要配慮者への支援 

梅郷駅 

高災害リスクなし 

梅郷駅 
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 災害 
リスク 

課題 取組方針の考え方 

ゾ
ー
ン
全
域 

 

 
ゾーンの大部分に３日間以上※継続する外水浸水リスク
が想定されるため、長期的な孤立が懸念 

 

 
ゾーン内は２階以下の低層戸建て住宅が大部分であ
り、ほとんどが浸水深３ｍ以上であるため、自宅等で
の垂直避難が困難 

 
ゾーン内の小学校、医療施設、介護福祉施設に浸水深
３ｍ以上や３日間以上※継続する外水浸水のリスクがあ
り、災害発生時に要配慮者への支援が必要 

❶  
 

避難施設 800ｍ圏外にまとまった住宅団地が存在し、
長距離の避難が必要 

 

   

洪水 

長期的な孤立 

⇒災害リスクの低減 
（ハード・ソフト） 

垂直避難が困難 

要配慮者への支援 

洪水 
長距離の避難 

※浸水継続に伴う孤立により各家庭の飲料水や食料等の備蓄が無くなり、健康障がいや生命の危機が生じる可能性がある時間が、浸水継続時間 72 時
間（３日間）以上とされている。 再掲(P.44)  
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■ 市街地（南部）の防災上の課題と取組方針の検討 

 

 

   

市街地（南部）ゾーンの防災上の課題と取組方針の検討 ６

野田市駅 

梅郷駅 梅郷駅 

野田市駅 

［浸水継続時間］ 

［内水浸水］ ［土砂災害］ 

梅郷駅 梅郷駅 

高災害リスクなし 

要配慮者への支援 

［外水浸水・家屋倒壊等氾濫危険区域］ 

ゾーン全体：長期的な孤立 垂直避難が困難 避難先の不足 

野田市駅 野田市駅 

高災害リスクなし 

１ 要配慮者への支援 １ 
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 災害 
リスク 

課題 取組方針の考え方 

ゾ
ー
ン
全
域 

 

 
ゾーンの大部分に３日間以上※継続する外水浸水リスク
が想定されるため、長期的な孤立が懸念 

 

 
ゾーン内は２～３階の低層戸建て住宅や小売店舗が大
部分であるが、浸水深３ｍ以上で、自宅等での垂直避
難が困難 

 
ゾーン内の全ての避難所に浸水深３ｍ以上の外水浸水
リスクがあり、災害時の避難先が不足する可能性あり 

❶  

 
医療施設と小学校に浸水深３ｍ以上や 1週間以上継続
する外水浸水のリスクがあり、災害発生時に要配慮者
への支援が必要 

 

   

洪水 

長期的な孤立 

⇒災害リスクの低減 
（ハード・ソフト） 

垂直避難が困難 

避難先の不足 

洪水 

要配慮者への支援 

※浸水継続に伴う孤立により各家庭の飲料水や食料等の備蓄が無くなり、健康障がいや生命の危機が生じる可能性がある時間が、浸水継続時間 72 時
間（３日間）以上とされている。 再掲(P.44)  
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立地適正化計画の手引きや本市の災害リスク、災害リスクの高いゾーンの課題と取組方針の検討等

を踏まえ、取組方針の考え方を整理します。 

本計画の防災に関する誘導方針４に対する取組方針は、「災害リスクの回避」及び「災害リスクの低

減（ハード・ソフト）」に設定します。 

 

■ 災害リスクの高い各ゾーンの課題及び取組方針の考え方 

ゾーン 
災害 

リスク 
課題 取組方針の考え方 

関宿台町 
ゾーン  

▲垂直避難が困難 

▲避難先の不足 

▲長期的な孤立 

▲要配慮者への支援 

▲長距離の避難 

 

公共施設・住宅等の安全対策や都市基盤
の整備等のハード対策及び、防災体制の
充実・強化や地域防災力の向上等のソフ
ト対策により、災害時の被害を低減する
ための取組 

なみき 
ゾーン  

▲垂直避難が困難 

▲避難先の不足 

▲長期的な孤立 

▲要配慮者への支援 

▲長距離の避難 

市街地（北部） 
ゾーン  

▲垂直避難が困難 

▲長期的な孤立 

▲要配慮者への支援 

▲長距離の避難 

市街地（中央） 
ゾーン 

 

▲垂直避難が困難 

▲長期的な孤立 

▲要配慮者への支援 

▲長距離の避難 

▲就業者の避難 

 
▲複合災害 

 

災害リスクのあるエリアからの立地誘導
等により、災害時に被害が発生しないよ
うにリスクを回避するための取組 

しらさぎ通り周辺 
ゾーン  

▲垂直避難が困難 

▲長期的な孤立 

▲要配慮者への支援 

▲長距離の避難 
 

公共施設・住宅等の安全対策や都市基盤
の整備等のハード対策及び、防災体制の
充実・強化や地域防災力の向上等のソフ
ト対策により、災害時の被害を低減する
ための取組 

市街地（南部） 
ゾーン  

▲垂直避難が困難 

▲避難先の不足 

▲長期的な孤立 

▲要配慮者への支援   

洪水 

災害リスクの低減 
（ハード・ソフト） 洪水 

洪水 

洪水 

土砂 

災害リスクの回避 

洪水 
災害リスクの低減 

（ハード・ソフト） 

洪水 

（３）防災・減災に向けた取組方針 
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■ 防災・減災に向けた取組方針 

 

 

【参考】誘導方針（ストーリー）  再掲（p.51） 

 

災害時における市民の生命、身体及び財産の保護を図るため、居住や都市機能を災害リスクの

低い地域への誘導を図るとともに、地域ごとに想定される災害に応じた対策を講じ、被害の最小

化や災害リスクの回避・低減を図ります。 

また、災害に強い安全なまちづくりを目指すため、ソフト面においても地域の防災力の向上を

図ります。   

災害リスクの
回避

災害リスクの
低減

ソフト

ハード
・ 公共施設・住宅等の安全対策
・ 都市基盤の整備

・ 防災体制の充実・強化
・ 地域防災力の向上

・ 災害リスクのあるエリアからの立地誘導
・ 土地利用規制

誘導方針４

防
災
・
減
災
対
策
に
よ
る

災
害
リ
ス
ク
の
回
避
・
低
減

取 組 方 針 具 体 的 な 取 組誘導方針

防災・減災対策による災害リスクの回避・低減 誘導方針４ 

防 災 
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－２ 具体的な取組及びスケジュールの検討

 

前項の防災・減災に向けた取組方針を踏まえて、災害リスクの回避及び災害リスクの低減（ハード・

ソフト）における具体的な取組及びスケジュールは、以下のとおり設定します。 

スケジュールは、本計画の目標年度である令和 27 年度（2045 年度）に至るまでの具体的な取組目

標を短期（おおむね５年程度）、中期（おおむね 10 年程度）、長期（おおむね 20 年程度）の視点から

定めます。 

■ 具体的な取組及びスケジュールの検討 
＜凡例＞ ●：「野田市総合計画後期基本計画（令和５年３月）」に関連する施策 

◆：「野田市都市計画マスタープラン（令和５年３月）」に関連する具体的な方針 
■：「野田市国土強靭化地域計画（令和２年３月）」に関連する施策 
★：新たに国や市が独自で行う施策 
〔 〕は施策や取組の番号を記載 

取組 

方針 
具体的な取組 実施主体 

スケジュール 

短期 中期 長期 

災
害
リ
ス
ク
の 

回
避 

災害リスクを踏まえた立地誘導     

★ 居住誘導区域外の災害リスクのある区域の居住者を 
居住誘導区域に誘導するための所要の措置（再掲） 市    

★ 立地適正化計画の届出制度の運用 市    

土地利用規制     

◆ 計画的な土地利用と市街地整備の推進〔３-８(２)〕 市    

災
害
リ
ス
ク
の
低
減 

ハ
ー
ド 

公共施設・住宅等の安全対策     

◆ 建築物等の安全対策〔３-８(６)〕 市    

■ 建築物の耐震・安全化〔１-１①〕 県／市    

■ 公共施設の耐震化・計画的保全等〔１-１⑭〕 県／市    

■ 行政機関の施設の耐震化・老朽化対策の推進及び
非常用電源の確保〔３-２②〕 市    

都市基盤の整備     

◆ 治水対策の推進〔３-８(１)〕 市    

◆ 避難路等の整備〔３-８(３)〕 市    

◆ 指定緊急避難場所等の整備〔３-８(５)〕 市    

■ 地域の安全確保〔１-１②〕 市    

■ 緊急輸送道路等の整備促進〔１-１⑪〕 県／市    

■ 宅地の滑動崩落対策〔１-１⑮〕 市    

■ 浸水対策の推進〔１-３②〕 国／県／市    

■ 農業用施設の維持管理〔１-３③〕 市    

■ 非常用電源の確保〔５-２②〕 市    

■ 堤防（護岸）機能の維持強化〔６-５〕 国／県／市    

■ 浸水による被害の限定〔８-２〕 市    

（１）具体的な取組及びスケジュール 
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第７章 防災指針 

 

 

取組 

方針 
具体的な取組 

実施 

主体 

スケジュール 

短期 中期 長期 

災
害
リ
ス
ク
の
低
減 

ソ
フ
ト 

防災体制の充実・強化     

● 消防体制の充実〔４-１〕 市    

◆ 指定緊急避難場所の指定及び解除〔３-８(４)〕 市    

■ 学校・事業者等の防災対策〔１-１③〕 市    

■ 防災関係機関等との連携した実戦的訓練の実施 
〔１-１⑥〕 市    

■ 情報収集及び情報伝達体制の整備・強化〔１-２②〕 市    

■ 水難救助体制の整備・強化〔１-３④〕 市    

■ 物資等の補給体制の確保〔２-１①〕 市    

■ 救助・救急能力の確保〔２-２〕 市    

■ 悪条件下における災害対策本部運営体制の整備 
〔３-２①〕 市    

■ 防災行政無線を主体とした情報伝達手段の充実
強化〔４-１〕 市    

■ 企業の災害対処能力の向上〔５-１①〕 市    

■ 食料等の確保及び供給体制の整備〔５-３①〕 市    

■ 燃料の継続的確保〔６-１①〕 市    

★ 盛土規制法に基づく規制の周知と適正な運用 県／市    

★ 防災情報発信力の強化 市    

地域防災力の向上     

● 防災まちづくりの推進〔４-１〕 市    

● 互いに支え合う地域づくりの推進〔５-１〕 市    

◆ 地域の防災力の向上〔３-８(７)〕 市    

■ 地域における災害対応力の向上〔１-１④〕 市    

■ 要配慮者等への支援〔１-１⑤〕 市    

■ 企業及び家庭の災害対処能力の向上〔５-２①〕 市    

★ 防災意識の醸成を図るための防災講話及び防災
教育の推進 市    

★ 地域防災リーダーの育成 市      
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 災害リスクを踏まえた立地誘導  

★ 居住誘導区域外の災害リスクのある区域の居住者を居住誘導区域に誘導するための所要の措置 

（再掲） 

居住誘導区域外の災害の発生のおそれがある区域については、当該区域の居住者に対して災害

リスクの分かりやすい説明や周知等を行い、居住誘導区域に誘導するための所要の措置を推進し

ます。 

★ 立地適正化計画の届出制度の運用 

住宅や施設の誘導を図るため、本計画の届出制度の周知を図り、災害リスクを踏まえた本市の

まちづくりの方向性を市民や事業者の方々に情報共有するとともに、住宅や誘導施設の立地・開

発動向を事前に把握するなど、適正な運用を推進します。 

 土地利用規制  

◆ 計画的な土地利用と市街地整備の推進〔３-８(２)〕 

市街地の都市基盤整備事業及び土地区画整理事業などの施行の際には、都市空間の整備等を図

り、災害に強いまちづくりを進めます。 

また、木造密集市街地などの防災上危険な市街地は、狭隘道路の拡幅整備や空地整備、建物の

不燃化の促進などにより延焼防止に努め、良好な環境を維持している低層住宅地においては、宅

地内におけるみどりの保全、緑化の促進などにより防災面の維持向上を図ります。 

 

 公共施設・住宅等の安全対策  

◆ 建築物等の安全対策〔３-８(６)〕 

建築物などの耐震性の強化、不燃性の誘導に努めます。特に、既存建築物については、野田市

耐震改修促進計画に基づき耐震化を促進します。 

また、道路（歩行者専用道路を含む）に面した危険なブロック塀等の撤去を促進します。 

■ 建築物の耐震・安全化〔１-１①〕 

住宅については、簡易耐震相談会において耐震化の啓発を実施し、昭和 56 年５月以前の既存

住宅（木造住宅）の耐震診断及び耐震改修工事に助成を行い、耐震化を促進します。 

大規模建築物等の耐震化については、耐震診断の実施、効果的な耐震補強策の普及等、耐震化

に関する意識啓発を図るとともに、耐震改修工事や建て替え等の促進を図ります。 

また、屋内の安全確保、危険ブロック塀等の撤去について対策を進めます。  

（２）具体的な取組内容 

災害リスクの回避に関する取組 １

災害リスクの低減（ハード） ２
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■ 公共施設の耐震化・計画的保全等〔１-１⑭〕 

公共施設・学校施設において、引き続き、機能保全・改善を図ることを目的とし、計画的に建

て替えや保全改修を行うとともに、施設の利用計画に応じた耐震化・不燃化等を促進します。特

に、小中学校等の施設については災害時に避難所として多数の被災者を受け入れることとなるた

め、「どんな人にも使いやすい（ユニバーサルデザイン）」多機能トイレへの改修等を行います。 

また、体育館等には空調設備の整備を行い被災者等の健康・避難所生活環境の確保を図ります。 

■ 行政機関の施設の耐震化・老朽化対策の推進及び非常用電源の確保〔３-２②〕 

行政機関の施設の耐震化及び老朽化対策と併せて、非常用電源設備・太陽光及び蓄電設備の設

置等により停電時の電源を確保します。 

 都市基盤の整備  

◆ 治水対策の推進〔３-８(１)〕 

利根川、江戸川及び利根運河の流域の浸水被害を軽減するため、河川改修を促進します。 

大雨などによる浸水常襲地区の解消を図るため、一部の地区で雨水幹線や調整池を整備し、公

共下水道の雨水整備を推進するとともに、豪雨時の浸水被害発生地区の改善を図るため、側溝、

排水管や調整池等の排水設備の整備を推進します。洪水時の河川への流出軽減を図るため、調節

池の整備に努めるとともに、公共施設を雨水流出抑制施設として積極的に活用します。 

また、道路の舗装、公共施設駐車場の整備に際しては、雨水浸透対策のため、透水性舗装など

の導入に努めます。なお、一定規模以上の建築物や個人の住宅についても雨水浸透対策に対する

積極的な協力を求めます。 

◆ 避難路等の整備〔３-８(３)〕 

指定緊急避難場所に指定されている公園や学校などにつながる避難路としての道路における

歩道整備と、火災の延焼防止効果のある街路樹などの整備を推進します。 

また、災害時における緊急輸送に必要となる路線の機能確保のため安全性を高めます。 

指定緊急避難場所へ安全に避難できるよう、避難路の安全点検及び避難誘導標識の整備に努め

ます。 

◆ 指定緊急避難場所等の整備〔３-８(５)〕 

指定緊急避難場所に指定されている公園や学校などについて、その機能を確保するとともに、

火災の延焼防止効果のある植栽や防災施設などの設置による機能強化を推進します。 

■ 地域の安全確保〔１-１②〕 

大規模地震や風水害発生時、混乱状態の中で多くの市民等が安全に避難できるよう道路（避難

路）や公園等の空地（避難場所）を確保します。   
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■ 緊急輸送道路等の整備促進〔１-１⑪〕 

緊急輸送道路に指定されている主要地方道つくば野田線、主要地方道越谷野田線、主要地方道

結城野田線、主要地方道境杉戸線、主要地方道松伏庄和関宿線及び野田市の外郭環状道路に位置

付けている都市計画道路今上木野崎線などの路線については、千葉県に対し更なる整備を要望し

ます。 

■ 宅地の滑動崩落対策〔１-１⑮〕 

造成宅地で地滑り的変動が生じ、崖崩れ又は土砂の流出による滑動崩落被害に関して、住民の

理解を深めるため大規模盛土造成地マップの作成及び調査を行います。 

■ 浸水対策の推進〔１-３②〕 

浸水被害を軽減するため、利根川、江戸川及び座生川の堤防（護岸）強化対策を国や県に強く

要望するとともに、河川、排水路、調整池及び雨水幹線などの整備を行い、排水不良箇所の解消

を図ります。 

また、ハザードマップを作成し、市民に洪水災害に関する意識を啓発します。 

■ 農業用施設の維持管理〔１-３③〕 

野田市及び土地改良区が管理する農業用施設（幹線排水路、樋管、揚排水機場等）の適正な維

持管理を行い、農地の保全及び浸水被害軽減に努めます。 

■ 非常用電源の確保〔５-２②〕 

行政機関の施設の耐震化及び老朽化対策と併せて、非常用電源設備・太陽光及び蓄電設備の設

置等により停電時の電源を確保します。 

■ 堤防（護岸）機能の維持強化〔６-５〕 

堤防（護岸）改修の要望を継続するとともに、堤防（護岸）の継続的な点検により異常箇所の

早期発見に努めます。 

■ 浸水による被害の限定〔８-２〕 

浸水被害の原因により対処要領が異なるため、原因に応じた対策を整備します。 

 

 防災体制の充実・強化  

● 消防体制の充実〔４-１〕 

火災予防上の危険を排除し、災害を未然に防止できるように予防査察体制の充実を図ります。

また、複雑多様化する災害に対応すべく、消防車両の充実強化、消火栓・防火水槽の整備を進め

ます。 

救急業務においては、救命率の向上を図るため、救急救命士の養成・救急業務の高度化を進め

るとともに、応急手当の普及及び啓発活動の推進を図ります。 

消防団活動体制については、地域の防災力を高めるため、消防団員の確保に努め、市民と消防

団が連携し地域ぐるみの防災体制の強化を図ります。  

災害リスクの低減（ソフト） ３
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◆ 指定緊急避難場所の指定及び解除〔３-８(４)〕 

今後、人口分布や指定緊急避難場所周辺の防災環境の変化や公共施設の設置状況等に応じて新

たな指定緊急避難場所の指定、選定済みの指定緊急避難場所の解除を行います。 

また、指定緊急避難場所に指定した建物（指定避難所）での生活が困難な避難行動要支援者等

に対応するため、福祉避難所を指定します。 

■ 学校・事業者等の防災対策〔１-１③〕 

災害時に特に配慮を要する学校や危険物施設等の管理者・事業者等に対し災害発生時において

も、所要の安全を確保できるよう体制の整備を働きかけます。 

■ 防災関係機関等との連携した実戦的訓練の実施〔１-１⑥〕 

県、消防、警察、自衛隊、医療機関、指定地方公共機関等、関係機関と災害時に円滑に活動で

きるよう平常時から訓練等を通じて連携の強化を図ります。 

■ 情報収集及び情報伝達体制の整備・強化〔１-２②〕 

火災の通報又は大規模災害で市民からの通報が受けられない状況においても、火災の警戒が実

施でき、かつ、その規模・状態が視覚的に確認できるとともに、先行的に状況の変化を予測し、

関係機関への通報及び火災現場周辺住民に対して警告できる体制を整備します。 

■ 水難救助体制の整備・強化〔１-３④〕 

利根川、江戸川、利根運河の氾濫等により被災した住民を救助できる体制を整備します。 

■ 物資等の補給体制の確保〔２-１①〕 

市民及び事業者の責務として３日分以上の水、食料等の備蓄に努めてもらうとともに、市とし

ては数日間の補給がない状態でも自己完結できる体制を確保しつつ、同時被災しないと予想され

る地域の市町等と災害時相互応援協定に基づき、継続的な物資等の補給体制を確保します。 

■ 救助・救急能力の確保〔２-２〕 

小中学校及び幼稚園の敷地内植栽されている樹木のうち、民地や道路に越境し通行に支障を与

えているもの及び校舎や電線等よりも高い樹木について、倒木などによって交通障害や停電を引

き起こし、救助・救急活動等に支障を来さぬよう計画的に伐採等を行います。 

■ 悪条件下における災害対策本部運営体制の整備〔３-２①〕 

訓練を通じて継続的に職員の災害対処能力の向上を図るとともに、悪条件下においても災害対

策本部が機能できる体制を整備します。 

■ 防災行政無線を主体とした情報伝達手段の充実強化〔４-１〕 

防災行政無線を主体とする市民への情報伝達手段の充実に努めるとともに、災害対策本部と避

難所等主要施設間の自前の双方向通信の確保に努めます。 

■ 企業の災害対処能力の向上〔５-１①〕 

企業の災害対処能力の向上のためのＢＣＰ（業務継続計画）作成支援、防災訓練等の支援を行

うとともに、円滑な供給体制が維持できるよう道路環境を整備します。  
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■ 食料等の確保及び供給体制の整備〔５-３①〕 

市による備蓄を継続するとともに、迅速なニーズ把握及び幹線道路の維持により、食料等の継

続的調達を行います。 

また、農地の早期復旧により食料等の安定供給に寄与します。 

■ 燃料の継続的確保〔６-１①〕 

燃料の備蓄を継続するとともに、関東圏外から燃料を確保できる体制を整備します。 

★ 盛土規制法に基づく規制の周知と適正な運用 

令和７年５月 26 日から千葉県で宅地造成及び特定盛土等規制法（盛土規制法）に基づく規制

が開始したことに伴い、盛土等の認識・通報を通じた不法・危険盛土等の未然防止や早期発見・

対応により、盛土等に伴う災害を防止するため、本市でも指定された区域や必要な手続きの周知

を図るなど、適正な運用を推進します。 

★ 防災情報発信力の強化 

防災情報等を一元的に閲覧できるポータルサイトを通じた積極的な情報発信を行うとともに、

洪水ハザードマップ等を用いて浸水が予想される範囲などを積極的に周知していきます。 

 地域防災力の向上  

● 防災まちづくりの推進〔４-１〕 

野田市地域防災計画に基づき、情報収集・伝達、避難対策、応急対策等の強化、防災備蓄品の

充実等を図ります。 

水害対策については、水防施設の整備等水防体制の強化を進めるとともに、排水不良地区の改

善を図るため、河川改修・排水整備を推進します。 

また、国に対し利根川・江戸川の堤防強化について、流域自治体と連携を取りつつ引き続き要

望していきます。さらに、洪水ハザードマップを活用し、洪水時の破堤等による浸水情報と避難

方法等に係る情報を、住民に分かりやすく提供します。 

平常時から自主的な災害への心構えを養い防災意識の向上を図ります。自主防災組織設立を推

進するとともに、自主防災組織設立時に防災資機材の購入費用を助成し、自助、共助、公助の連

携による防災体制づくりに取り組み、市民、地域、行政が一体となった防災力の向上を図ります。 

また、平常時からの情報提供を行うことで必要な情報を共有し、災害発生時の円滑かつ迅速な

避難の支援につなげるため、野田市避難行動要支援者支援計画の取組の推進に努めます。 

● 互いに支え合う地域づくりの推進〔５-１〕 

市民の防災意識の高揚や自主防災組織設立等の防災体制づくりに取り組むことで、地域防災力

の向上を図ります。 

また、野田市地域防災計画に基づき、防災訓練等を実施した場合、活動補助金を交付し、継続

した防災活動の実施を推進します。  
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◆ 地域の防災力の向上〔３-８(７)〕 

市民一人一人の防災意識の向上及び自主防災組織等の共助による地域防災力の向上を図りま

す。 

■ 地域における災害対応力の向上〔１-１④〕 

児童・生徒等を始め、市民一人一人が自分の周りの災害時に潜む危険を把握するとともに、災

害発生時には、反射的に自分の身を守ることができ、かつ、共助の力を発揮し災害からの早期復

旧できる気運を醸成するとともに仕組みを構築します。 

■ 要配慮者等への支援〔１-１⑤〕 

災害時に特別な配慮を必要とする方に対して安全確保のための施策を推進します。 

■ 企業及び家庭の災害対処能力の向上〔５-２①〕 

企業の災害対処能力の向上を支援するとともに、日頃から家庭での燃料等備蓄を呼びかけるこ

とにより混乱を最小限にします。 

★ 防災意識の醸成を図るための防災講話及び防災教育の推進 

気象のスペシャリストである気象防災アドバイザーを活用し、公民館等での講座や自主防災組

織等に対する講話を通じた防災意識の醸成を図ります。 

また、中学生に対する気象防災アドバイザーによる気象防災に関する出前授業に加え、小学生

に対し、市職員による河川が氾濫した場合を想定したマイ・タイムライン作成方法の出前授業を

行い、防災意識の醸成を図るとともに、防災教育を推進しています。 

★ 地域防災リーダーの育成 

地域防災力の向上を図るため、防災士の資格取得者数を増やし、地域防災のリーダーを育成し

ていきます。  


